
　

地
域
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
福
島
町

産
の
食
材
を
使
っ
た
給
食
が
７
月
19
日
（
水
）
に
町

内
の
各
小
中
学
校
で
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
も
、
福
島
吉
岡
漁
業
協
同
組
合
よ
り
ウ
ニ
の

提
供
が
あ
り
、
福
島
町
特
産
の
千
切
り
昆
布
・
ウ
ニ

を
使
っ
た
「
昆
布
と
ウ
ニ
の
お
吸
い
物
」
を
食
べ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
生
産
者

の
顔
が
見
え
る
安
心
で
安
全
な
地
元
食
材
を
学
校
給

食
に
提
供
し
、
地
産
地
消
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

地
元
食
材
を
活
用
し
た
給
食▲７月19日（水）の献立

　ごはん、昆布とウニのお吸い物、ピリ辛丼、冷凍パイン、牛乳

★児童扶養手当を受給している方（支給停
止中も含む）は ｢現況届｣ を、特別児童扶
養手当を受給している方は ｢所得状況届｣
の提出が必要です。
　該当する方へ８月上旬に通知しますので、
必ず期限内に手続きをして下さい。
　なお、この届けを提出しないと８月以降
の手当が受けられなくなりますので、ご注
意ください。

○児童扶養手当とは
　離婚もしくは父親が死亡などの状況にあ
る場合で、母親または養育者が１８歳未満
(中程度以上の障害のある場合は２０歳未
満)の児童を監護、養育している場合に支
給されます。法律の改正により、平成２２
年８月１日から父子家庭も支給対象となり
ました。該当する方がおりましたら、役場
町民課までお問い合わせ願います。
　ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年

金以外の公的年金を給付できるときや、婚
姻の届出は出していなくても事実上の婚姻
関係(内縁関係など)にあるときは手当の支
給対象外となります。

○特別児童扶養手当とは
　２０歳未満の重度または中程度の心身障
害児を養育している父、又は母もしくは父
母にかわってその児童を養育している人が
手当を受けることができます。ただし、児
童が施設に入所している場合は手当の支給
はされません。

児童扶養手当の「現況届」・特別児童扶養手当の
「所得状況届」の提出をお忘れなく！

【問い合わせ先】
　・児童扶養手当（町民課）
　　☎４７―４６８１
　・特別児童扶養手当（福祉課）
　　☎４７―４６８２
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